
No.1 
 

「完全週休２日制・週休２日制工事実施要領」（令和４年３月４日付け３農総第３７８号農林総務課長）新旧対照表 

改     正 現    行 備 考 

第１条～第３条 （略） 

 

（取組内容） 

 第４条 週休２日制工事の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) 請負者は、完全週休２日制工事又は週休２日制工事（以下、「週休２日制工事等」という。）

に取り組む場合には、工事契約後、施工計画書を提出するまでに、休工の取得計画が分かるよ

うに実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督員と協議を行うものとする。なお、毎月第

２土曜日を休工とするよう努めるものとする。 

  (2)～(3) （略） 

 

 第５条～第６条 （略） 

 

（週休２日の取得に要する費用の計上） 

第７条 週休２日制工事等に取り組んだ工事における週休２日の取得に要する費用の計上について

は、次によるものとする。 

  (1) （略）  

 (2) 補正率 

それぞれの経費に休工割合に応じた別表１－１又は１－２の補正係数を乗じるものとする。

なお、市場単価方式による週休２日の補正については、別表２の補正係数を乗じるものとする。

また、現場作業を伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。 

  (3) （略） 

 

付則 

一～二 （略） 

三 この要領は、令和４年７月１日から施行する。 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（取組内容） 

 第４条 週休２日制工事の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) 請負者は、完全週休２日制工事又は週休２日制工事（以下、「週休２日制工事等」という。）

に取り組む場合には、工事契約後、施工計画書を提出するまでに、休工の取得計画が分かるよ

うに実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督員と協議を行うものとする。 

 

  (2)～(3) （略） 

 

 第５条～第６条 （略） 

 

（週休２日の取得に要する費用の計上） 

第７条 週休２日制工事等に取り組んだ工事における週休２日の取得に要する費用の計上について

は、次によるものとする。 

  (1) （略）  

 (2) 補正率 

それぞれの経費に休工割合に応じた別表１の補正係数を乗じるものとする。なお、市場単価

方式による週休２日の補正については、別表２の補正係数を乗じるものとする。また、現場作

業を伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。 

  (3) （略） 

 

付則 

一～二 （略） 

 （新設）  

 



No.2 
 

改     正 現    行 備 考 

別表１－１  経費の補正係数（農地：別紙１を適用する工事） 

 
４週８休以上 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

現場閉所率 

28.5%(8 日/28 日) 

以上 

現場閉所率 

25%(7 日/28 日)  

以上、28.5%未満 

現場閉所率 

21.4%(6 日/28 日)  

以上、25%未満 

労務費 1.05 1.03 1.01 

機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費(率分) 1.05 1.04 1.03 

現場管理費(率分) 1.07 1.05 1.04 

    ※ ４週６休未満の工事については補正の対象としない。 

 

別表１－２  経費の補正係数（林務：別紙２を適用する工事） 

 
４週８休以上 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

現場閉所率 

28.5%(8 日/28 日) 

以上 

現場閉所率 

25%(7 日/28 日)  

以上、28.5%未満 

現場閉所率 

21.4%(6 日/28 日)  

以上、25%未満 

労務費 1.05 1.03 1.01 

機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費(率分) 1.04 1.03 1.02 

現場管理費(率分) 1.06 1.04 1.03 

    ※ ４週６休未満の工事については補正の対象としない。 

 

別表２ （略） 

 

 別表１  経費の補正係数 

 
４週８休以上 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

現場閉所率 

28.5%(8 日/28 日) 

以上 

現場閉所率 

25%(7 日/28 日) 

以上、28.5%未満 

現場閉所率 

21.4%(6 日/28 日) 

以上、25%未満 

労務費 1.05 1.03 1.01 

機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費(率分) 1.04 1.03 1.02 

現場管理費(率分) 1.06 1.04 1.03 

    ※ ４週６休未満の工事については補正の対象としない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ （略） 

 

 



No.3 
 

改     正 現    行 備 考 

別紙１ 
土地改良事業等請負工事積算基準 

 
工種区分 工種内容 

ほ場整備工事 （略） 
農用地造成工事 （略） 

舗装工事 （略） 
道路改良工事 （略） 

水路トンネル工事 
新設・改修（支保工、矢板を再建込する作業）及びこれに附帯する構造

物工事。なお、シールド工法又は推進工法（作業員が内部で作業する

推進工法）による工事及びこれに類する工事を含む。 
水路工事 （略） 

排水路工事 （略） 
河川工事 （略） 

管水路工事 （略） 
管更生工事 （略） 

畑かん施設工事 （略） 
干拓工事 （略） 
海岸工事 （略） 

コンクリート補修工事 （略） 

ため池工事 

ため池を主体とする工事であって、次に類するものを行う工事 
堤体、洪水吐、取水施設、土砂吐、緊急放流施設及びこれらに類する工

事 
ただし、ため池附帯構造物（安全施設工等）に類する工事を主体とす

る工事は除く。 
その他土木工事（１） （略） 

その他土木工事（２） 
他のいずれにも該当しない工事で、次に類するものを行う工事 
沈砂池、地すべり防止工、ダム等の補修、工事用ボーリング・グラウト 
 

フィルダム工事 （略） 
コンクリートダム工事 （略） 
施設機械設備等工事 （略） 

 
別紙２～別紙３ （略） 
 
 
 

  
 
 
 

別紙１ 
土地改良事業等請負工事積算基準 

 
工種区分 工種内容 

ほ場整備工事 （略） 
農用地造成工事 （略） 

舗装工事 （略） 
道路改良工事 （略） 

水路トンネル工事 
新設・改修及びこれに附帯する構造物工事。なお、シールド工法又は

作業員が内部で作業する推進工法による工事及びこれに類する工事を

含む。 
水路工事 （略） 

排水路工事 （略） 
河川工事 （略） 

管水路工事 （略） 
管更生工事 （略） 

畑かん施設工事 （略） 
干拓工事 （略） 
海岸工事 （略） 

コンクリート補修工事 （略） 

（新設） 

 
 
（新設） 
 
 

その他土木工事（１） （略） 

その他土木工事（２） 
他のいずれにも該当しない工事で、次に類するものを行う工事 
沈砂池、地すべり防止工、ダム等の補修、工事用ボーリング・グラウ

ト、ため池 
フィルダム工事 （略） 

コンクリートダム工事 （略） 
施設機械設備等工事 （略） 

 
別紙２～別紙３ （略） 
 
 
 

 
 
 
 

 



No.4 
 

改     正 現    行 備 考 

別紙４（参考１） 

 
別紙４（参考２）～別紙５ （略） 
 

別紙４（参考１） 

 
別紙４（参考２）～別紙５ （略） 
 

 様式１ （略） 
 

 様式１ （略） 
 

 

 

（削除） 


